
主な内容 ２・３面…一般質問 ４・５面…各会派の年頭挨拶 ６・７面…区議会のしくみほか ８面…可決された議案ほか

今
回
の
定
例
会
で
は
、
７
名
の

議
員
か
ら
区
政
一
般
質
問
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

ま
た
、
平
成
２３
年
度
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
３
号
）
を
は
じ
め

と
す
る
区
長
提
出
議
案
な
ど
２７
件
、

「
受
診
時
定
額
負
担
制
度
導
入
に

反
対
す
る
意
見
書
」（
下
欄
参
照
）

な
ど
の
議
員
提
出
議
案
１０
件
が
可

決
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
ほ
か
、
請
願
１
件
が
採
択

さ
れ
ま
し
た
。

可
決
さ
れ
た
意
見
書
（
要
旨
）

今
回
の
定
例
会
で
は
次
の
意
見
書
９
件
を
可
決
し
、関
係
機
関
に
送
付
し
ま
し
た
。

（
件
名
の
下
の
分
は
意
見
の
分
か
れ
た
意
見
書
で
す
。各
会
派
の
賛
否
は
８
面
に
掲
載
）

「
受
診
時
定
額
負
担
制
度
」
導
入
に
反
対
す
る
意
見
書

高
額
療
養
費
制
度
の
財
源
確
保
の
た
め
、
患
者
に
新
た
な
負
担
を
求
め
る
「
受
診
時
定
額
負
担
制
度
」
の
導
入
は
、
医
療
保
険
制

度
の
相
互
扶
助
の
精
神
に
反
し
、
国
民
皆
保
険
制
度
の
崩
壊
に
つ
な
が
る
。
我
が
国
の
患
者
の
一
部
負
担
割
合
は
先
進
国
中
で
も
高

く
、
こ
れ
以
上
の
負
担
を
強
い
る
こ
と
は
受
診
抑
制
、
症
状
の
重
篤
化
な
ど
国
民
の
健
康
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
。
よ
っ
て
、
国

会
及
び
政
府
に
対
し
、
「
受
診
時
定
額
負
担
制
度
」
を
導
入
し
な
い
よ
う
、
強
く
求
め
る
。

円
高
か
ら
中
小
企
業
を
守
る
対
策
を
求
め
る
意
見
書

政
府
は
、
円
高
の
長
期
化
の
懸
念
か
ら
更
な
る
具
体
策
を
実
施
す
べ
き
で
あ
る
。
よ
っ
て
政
府
に
対
し
、
次
の
項
目
を
迅
速
か
つ

適
切
に
講
じ
る
よ
う
強
く
求
め
る
。
�
「
緊
急
雇
用
創
出
事
業
臨
時
特
例
基
金
」
な
ど
の
基
金
を
積
み
増
し
、
事
業
を
延
長
す
る
こ

と
�
「
通
貨
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
（
金
融
派
生
商
品
）
」
被
害
対
策
を
強
化
す
る
こ
と
�
下
請
け
い
じ
め
の
監
視
・
防
止
策
を
強
化
す
る

こ
と

国
民
生
活
の
安
心
と
向
上
を
図
る
各
種
基
金
事
業
の
継
続
を
求
め
る
意
見
書

安
心
社
会
構
築
の
た
め
、
各
種
基
金
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
多
く
が
今
年
度
限
り
で
終
了
と
な
る
た
め
、
多
く
の
関
係
者

か
ら
事
業
継
続
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
政
府
に
対
し
次
の
基
金
事
業
の
継
続
を
強
く
求
め
る
。
�
子
宮
頸
が
ん
等
ワ
ク
チ

ン
接
種
緊
急
促
進
臨
時
特
例
基
金
�
安
心
子
ど
も
基
金
及
び
妊
婦
健
康
診
査
支
援
基
金
�
介
護
職
員
処
遇
改
善
等
臨
時
特
例
基
金
�

障
害
者
自
立
支
援
対
策
臨
時
特
例
基
金
�
地
域
自
殺
者
対
策
緊
急
強
化
基
金

サ
イ
バ
ー
攻
撃
・
情
報
保
全
対
策
に
関
す
る
意
見
書

分

政
府
機
関
な
ど
を
狙
っ
た
サ
イ
バ
ー
攻
撃
が
明
ら
か
に
な
り
、
国
民
の
不
安
は
こ
れ
ま
で
に
な
く
高
ま
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
国

会
及
び
政
府
に
対
し
、
次
の
事
項
を
積
極
的
に
実
現
す
る
こ
と
を
強
く
求
め
る
。
�
情
報
保
全
の
基
本
戦
略
を
早
急
に
構
築
す
る
こ

と
�
防
衛
調
達
に
関
す
る
情
報
管
理
、
保
秘
体
制
を
強
化
す
る
こ
と
�
地
方
自
治
体
へ
の
サ
イ
バ
ー
攻
撃
対
策
の
戦
略
を
早
急
に
構

築
す
る
こ
と
�
官
民
一
体
の
情
報
保
全
対
策
を
構
築
す
る
こ
と

原
子
力
発
電
所
の
警
備
に
関
す
る
意
見
書

分

原
発
の
安
全
対
策
は
、
自
然
災
害
の
ほ
か
テ
ロ
対
策
も
重
要
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
国
会
及
び
政
府
に
対
し
、
次
の
事
項
の
早
急
な

実
現
を
求
め
る
。
�
警
備
体
制
の
充
実
を
図
る
こ
と
�
海
上
保
安
庁
と
海
上
自
衛
隊
の
連
携
を
強
化
す
る
こ
と
�
警
察
、
自
衛
隊
、

周
辺
自
治
体
に
よ
る
防
護
訓
練
を
実
施
す
る
こ
と

八
ッ
場
ダ
ム
建
設
事
業
の
早
期
完
成
を
求
め
る
意
見
書

分

八
ッ
場
ダ
ム
建
設
事
業
は
、
機
能
面
、
コ
ス
ト
面
か
ら
有
利
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
都
の
水
道
水
の
８
割
は
利
根
川
水
系
に

依
存
し
て
お
り
、
渇
水
対
策
や
、
想
定
外
の
自
然
災
害
に
よ
る
被
害
防
止
の
た
め
、
建
設
事
業
を
一
刻
も
早
く
完
成
さ
せ
る
こ
と
が

喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
国
会
及
び
政
府
に
対
し
、
次
の
事
項
の
実
現
を
強
く
求
め
る
。
�
基
本
計
画
ど
お
り
平
成
２７
年
度

ま
で
に
事
業
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
�
地
元
住
民
の
生
活
再
建
事
業
を
早
期
に
完
成
さ
せ
る
こ
と

都
立
水
元
公
園
に
お
け
る
き
め
細
か
な
放
射
線
量
の
測
定
を
求
め
る
意
見
書

水
元
公
園
に
つ
い
て
、
都
は
測
定
結
果
を
公
表
し
た
が
、
今
後
全
般
に
わ
た
る
調
査
や
経
常
的
調
査
は
不
要
と
し
て
い
る
が
、
都

知
事
に
対
し
、
さ
ら
に
き
め
細
か
な
測
定
を
行
う
よ
う
強
く
要
望
す
る
。

安
全
な
自
転
車
走
行
が
で
き
る
環
境
整
備
を
求
め
る
意
見
書

「
良
好
な
自
転
車
交
通
秩
序
の
実
現
の
た
め
の
総
合
対
策
」
の
推
進
が
発
表
さ
れ
た
が
、
自
転
車
が
事
故
に
遭
う
危
険
性
は
高
ま

る
。
よ
っ
て
、
政
府
に
対
し
次
の
事
項
の
実
現
を
強
く
求
め
る
。
�
道
路
状
況
の
環
境
整
備
を
進
め
る
こ
と
�
地
域
性
を
鑑
み
て
判

断
す
る
こ
と
�
自
転
車
道
等
の
整
備
を
行
う
際
は
、
地
方
自
治
体
任
せ
で
は
な
く
、
財
源
を
含
め
国
が
積
極
的
に
進
め
る
こ
と
�
交

通
指
導
な
ど
の
充
実
を
図
る
こ
と
�
走
行
中
の
マ
ナ
ー
の
徹
底
と
指
導
に
取
り
組
む
こ
と

「
こ
こ
ろ
の
健
康
基
本
法
（
仮
称
）
」
の
法
制
化
を
求
め
る
意
見
書

国
民
の
「
こ
こ
ろ
」
の
健
康
問
題
は
深
刻
な
状
況
に
あ
り
、
当
事
者
、
家
族
な
ど
関
係
者
は
「
こ
こ
ろ
の
健
康
基
本
法
（
仮
称
）
」

の
制
定
を
求
め
て
い
る
。
よ
っ
て
、
国
会
及
び
政
府
に
対
し
、
「
こ
こ
ろ
の
健
康
基
本
法
（
仮
称
）
」
の
制
定
を
強
く
求
め
る
。
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「
受
診
時
定
額
負
担
制
度
」導
入

に
反
対
す
る
意
見
書
を
可
決

獅子舞（東高砂保育園）
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